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１．施設名 

南風原町立南星中学校学校 

 

２．通話録音装置の設置について 

当校では、以下の目的のため、通話録音装置を設置しました。 

設置場所：事務室 

設 置 日：令和８年１月 17日 

 

３．利用目的 

通話録音装置は、以下の目的で使用します。 

・業務の公正かつ適正な執行を確保するため 

・保護者および地域住民との円滑なコミュニケーションを促進するため 

・犯罪の防止及び教職員への不当な圧力の排除を図るため 

 

４．運用方法 

通話録音装置は、電話機での通話開始と同時に自動で通話内容を録音します。 

録音内容には、通話の音声、通話日時、通話時間、通話当事者の電話番号等が含まれます。 

 

５．個人情報の保護 

当校は、通話録音装置の運用にあたり、以下の措置を講じます。 

・通話記録は、個人情報保護に関する法令を遵守し、適切に管理します。 

・通話記録の取り扱いに関して、漏えい、滅失、毀損を防止するための安全管理を徹底し

ます。 

・通話記録を目的外で使用したり、第三者に提供したりすることはありません。 

 

６．通話記録の保存と廃棄 

通話記録は、記録された日から原則 14日間保存します。 

保存期間を過ぎた通話記録は、適切に消去します。 

保存中の通話記録は、そのままの状態で保持し、内容の加工は行いません。 

 

本件に関する問い合わせ先 

担 当 者： 教頭 副田健太郎 

連 絡 先： ０９８－８８９－０４３２ 

受付時間： ８:１５～１６：４５ 


